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会 議 録 

会議の名称 令和６年度第１回つくば市文化芸術審議会 

開催日時 令和６年（2024 年）８月２日 開会 14:00 閉会 15:30 

開催場所 つくば市役所コミュニティ棟 会議室１ 

事務局（担当課） 市民部文化芸術課 

 

出 

席 

者 

 

委員 

（計 10 名） 

川村直子、野中勝利、田中佐代子、林みちこ、小澤慶介、 

田中秀夫、宇津野茂樹、根津陽子、矢島祐介、山中周子 

事務局 

（計８名） 

中川市民部次長、大木市民部統括監、 

佐藤文化芸術課長補佐、山本同主任、吉野同主任、 

川﨑同主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ０人 

非公開の場合はその理由   

議題 (1)つくば市文化芸術推進基本計画（第１期）の最終評価

について 

(2)つくば市文化芸術創造拠点整備について 

①基本設計の報告 

②ワークショップの報告 

確定年月日 年    月    日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

 

２ 内容 

報告事項 

（１）つくば市文化芸術推進基本計画（第１期）の最終評価について 

（２）つくば市文化芸術創造拠点整備について 

①基本設計の報告 

②ワークショップの報告（令和６年（2024 年）６月 29 日実施） 

 

３ 閉会 
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 ＜審議内容＞ 

 

１ 開会 

＜佐藤文化芸術課長補佐（以下、佐藤補佐）より開会を宣言＞ 

 

２ 議事 

野中会長 ： それでは会議次第に基づいて議事を進めて参ります

がまず傍聴人についてですけれども希望者はおられな

いようなので、引き続き進めさせていただきます。 

まず、本日の委員出席数ですが、委員 10 名中９名の出

席ということで過半数を満たしておりますので、条例第

13 条第３項の規定によりまして本日の会議が成立して

いることを報告いたします。 

本日は報告事項が２点です。１番目が「つくば市文化

芸術推進基本計画(第１期)」の最終評価について、２点

目がつくば市文化芸術創造拠点整備について、基本設計

の報告とワークショップの報告の２点がございます。 

はじめに、報告事項１「つくば市文化芸術推進基本計

画(第１期)」の最終評価について、事務局から説明を受

けてから委員の皆様に意見をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

＜資料№1 について事務局より説明＞ 

田中佐代子委員 ： 第１期計画の振り返りで、①文化芸術を創造するまち

「つくば」において、主要施策として在住の芸術家への

支援と指導者の育成について記載してありますが、この

指導者というのはどういった方を想定していましたか。 
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佐藤補佐 ： 必ずしもプロと同等の指導者だけではなく、学校や幼

稚園の先生とかそういう研修とかも含めておりました。 

田中佐代子委員 ： 併せて、この市内在住のアーティストというのをどれ

くらい把握されているのか、何かリストなどがあるのか

という点が気になりました。 

佐藤補佐 ： やはり把握しきれてない部分が非常に大きく、私たち

の課題の 1 つだと考えております。 

そのため、今後採用予定のアートコーディネーターに

も手伝っていただきながら進めていければと考えており

ます。 

川村委員 ： 第１期計画の振り返りで、①文化芸術を創造するまち

「つくば」において、主要施策として(仮称)つくば文化

芸術賞の設置というものがありますが、これは設置した

のかどうかわからないので教えてください。 

佐藤補佐 ： こちらは設置しておりません。 

川村委員 ： 今後、第２期計画でこの賞を設置する予定はあります

か。 

佐藤補佐 ： 第２期計画では、アーティスト支援や育成の事業など

に力を入れていきたいと考えていることから、賞の設置

は見送っており、第１期を踏まえた課題や第２期にも記

載しておりません。 

川村委員 ： また、スタートアップパークでは文化芸術分野を含め

スタートアップ支援ができたということで、どのような

事業者がいらっしゃるのか教えていただきたいです。 

佐藤補佐 ： 主な事業に記載があるとおり、担当課からはつくば電

気通信株式会社やデジタルハリウッド株式会社などと連
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携をしていたと報告がありました。スタートアップとし

て文化芸術にも関わっている業者です。 

野中会長 ： 第１期の振り返りをし、総合評価をこういう形で確認

をしたということで、皆様よろしいでしょうか。 

田中秀夫委員 ： 第１期を第２期に引き継いでいくという形になってい

ますが、評価の部分が気になっていて、令和４年度の単

年度ではＡ評価であっても、期間全体としての評価では

Ｂ評価になるというのは、新型コロナウイルス感染症の

影響なのでしょうか。 

佐藤補佐 ： はい。令和５年度の単年度の評価を担当課に依頼した

ときには、今回は新型コロナウイルス感染症も第５類に

移行したことで、そちらについては触れない形で評価を

していただきました。 

しかし、計画期間中全体の評価については、中間で同

感染症の拡大期間が入っておりますので、その影響から

Ｂ評価とする担当課、主管課が多かったと考えられま

す。 

田中秀夫委員 ： 私もその時期のことはよく覚えています。そのため、

できなかった部分は評価できないという判断でここまで

進めてきたわけですが、その部分は第２期にどう反映さ

れていくのでしょうか。 

佐藤補佐 ： 国の計画でも、つくば市の計画でも、前回の第１期計

画については道半ばであり、課題が多く残った形になり

ます。 

そのため、その課題を合わせたものが第２期計画とな

っておりますので、第１期で残った課題に関しても、第
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２期で解決の手だてを考えていくことになります。 

野中会長 ： ほか、よろしいでしょうか。 

ほかに御意見がないようでしたら次の報告事項に移り

たいと思います。 

続きまして報告事項２、つくば市文化芸術創造拠点整

備について事務局から御説明をお願いいたします。 

＜資料№２について事務局より説明＞ 

矢島委員 ： 工事とは関係ないのですが、施設の名称はいつ頃にど

のような形で決める予定でしょうか。 

佐藤補佐 ： 今年度中に、始めようと思っております。 

決め方についても、公募にするのか、内部で考えるの

かというのも検討しているところです。 

公募にもメリット・デメリットがございますので、他

の事例を参考にしながらと考えております。 

野中会長 ： どのように決めたらいいか、案はございますか。 

矢島委員 ： 公募すると盛り上がらなかったときに無難なところに

落ち着きすぎることがよくあるため、それは避けたいと

思います。 

あとは、ここで何をするのかというのは、施設外観イ

メージがでてきて、想像できるようにはなってきました

が、コンセプトや方向性を提示して、その上で名前を考

えるのはどうでしょうか。ロゴや全体的なデザインな

ど、今後決めていくものがさらに出てくると思うので、

コンセプトを先に決めるほうがよいのではないかと思い

ました。 

佐藤補佐 ： ありがとうございます。 
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野中会長 ： 文化芸術創造拠点の基本計画の中に大きな方針とかコ

ンセプトとかあるので、おそらくそれがベースになるの

かなと思います。 

そういったものを条件として提示して公募するならそ

ういうことを前提として、どういうネーミングがいいで

しょうかと募ることになると思いますが、矢島委員おっ

しゃっていましたが、無難なところに落ち着く方がいい

のか、少し奇をてらった方がいいのかというのは、悩ま

しいですね。 

おそらく多数決的に行くと無難な方向になると思いま

すが、そういった戦略などもまた機会があればこの審議

会の中でも御意見いただければとは思います。 

根津委員 ： 今の話の流れなのですが、例えば、コリドイオはどう

いった流れで名前を決めたのか教えていただきたいで

す。気が付いたらそういった名前になっていたような感

覚だったため、今後の参考として伺えますか。 

大木統括監 ： コリドイオは公募で決まったものです。 

小澤委員 ： ６月 29 日(土)に開催されたワークショップですが、

運営のことを検討するという割には参加者がちょっと少

ないのではないかなと思いました。 

その辺りについては事務局としては、どう思っている

のかということ、併せて、これからワークショップを何

回かやっていくというようなこともおっしゃっていまし

たが、そのマイルストーンをどうやって打っていくのか

というその計画やビジョンについて、お聞きできればと

思います。 
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山本主任 ： まず、１つ目のワークショップの参加人数の件につき

ましては、広報つくば、市や文化芸術課が所有する SNS

など既存の媒体を通じて、１ヶ月間程度の期間、参加者

の募集をいたしました。それまでのワークショップや説

明会の参加者数と比較しましても、御参加いただいた人

数が少ないということはこちらも受けとめておりますの

で、締め切り間近になったときにリマインダー的に再度

SNS 等で募集をかける、過去に参加された方には個別に

通知を行うなど、繋がりを広げていくようなアプローチ

を次回以降は反省を踏まえて実施していこうと思ってお

ります。 

また、今後のワークショップなどの開催方法について

は、例えば、現在は実施設計を行っているところでござ

いますが、説明会のような形で、何かしら大きな事が決

まったときにその都度お示しする必要はあると思ってい

ます。ワークショップとしては、今回の参加者募集の話

とも繋がってきますが、ある程度のスケジュールや定期

開催するということを決めて、テーマを変えながら行っ

ていくことも必要かもしれません。そういったところも

含めて、開催方法、現状検討中でございます。 

佐藤補佐 ： もう１点、前回、３月に実施したときには 20 名ほどの

参加いただきましたが、今回は９名ということで、やは

り少ないなという印象がありました。 

地元の方が１、２名参加予定だったのですが、当日い

らっしゃらなくて１名のみだったので、地元の方にたく

さん参加していただきたいなと思いました。区会回覧な
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どを強化しまして、できるだけ地元の方に多く参加して

いただきたいなとは考えています。 

矢島委員 ： それに関連して、地元というのはどの程度のエリアを

想定しているのでしょうか。旧田水山小学校の学区でし

ょうか。 

また、秀峰筑波義務教育学校などへの配布は検討して

いないのでしょうか。今はスクリレというアプリで手紙

が来て保護者が確認するので、子どもへの募集ではなく

ても有用ではないかと思います。 

佐藤補佐 ： 地元の方への説明会を実施するときは、これまでも区

会回覧を実施しており、筑波地区、大穂地区まで含めて、

配布をしております。 

スクリレでの配布も検討したいところですが、内容に

よっては担当課に配布できないと判断されることもある

ので、相談していきたいと思います。 

川村委員 ： 今後コーディネーターが採用されたときに、外の組織

などと関係を作っていくのにも使えると思うので、芸術

文化に関係する団体や会社に直接そのメールとかで案内

を出してしまうというのはどうでしょうか。 

宇津野委員 ： そういう案内を直接出すっていうのも手かなと思いま

す。筑波大芸術専門学群の先生や学生さんにも興味を持

ってもらいたいですね。 

小澤委員 ： 芸術専門学群の芸術支援領域の学生が昨年アーカス

（もりや学びの里）にも実習に来まして、熱心に外国の

アーティストと地元の人たちがどうやって交わっている

のかなどをちゃんとレポートに書いて提出してくれまし
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た。そのことから、関係性が今年も続いているのです

が、すごく熱心な学生たちなので、積極的に働きかけて

いくとよいのではないかと思います、 

野中会長 ： 貴重な御意見いただきましたので、そういったことを

含めて、スケジューリングについて、毎回同じ方、幅広

くというよりは、少しターゲットを絞るか、あるいはそ

の時々のテーマをうまく設定して、ターゲット層が参加

してみようと思うような感じに検討いただければいいか

なと思いました。 

そうしていかないと、継続していく中で参加者が減っ

ていくというのもよくあるパターンなので、目先を少し

ずつ変えながら、新しい関わりを持つ方を増やしていく

方法が取られると良いと思いますし、ワークショップで

アイディアをもらうだけとよりは、そのときに１つでも

２つでも、何かを決めるというような形だと参加した方

も参加した成功体験を持てるかなと思いました。 

他いかがでしょうか。 

宇津野委員 ： アートコーディネーターの選任が今後の文化芸術活動

の一番のポイントになってくるのではないかと私は思っ

ています。これから実施設計を進めていくに当たって、

アートコーディネーターの選任がどのくらいの時期にな

るかわからないですが、その方の意見っていうのは実施

設計に反映されないのでしょうか。 

もう１点、先ほどからワークショップについて色々な

御意見が出ていて、その中で子ども食堂の話や庁内の他

の課、地元の方をどう巻き込むかという点について考え
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ていく必要があるというのはもっともな御意見だと思い

ます。ただ、そういった方々の意見を今後の実施設計で

どこまで取り入れられるのでしょうか。 

この２点、お伺いさせてください。 

佐藤補佐 ： まず、コーディネーターに関しましては、10 月採用

を目標に公募をしたのですが、応募された方の要件が満

たなかったこともあり、今回は見送らせていただきまし

た。今後は４月採用に向けて要件を再検討するため、ま

た動き始めたところです。 

当初、10 月採用で進めた理由としましては、御意見

いただいたとおり、実施設計にコーディネーターとして

の御意見をいただきたいという理由がありました。ただ

し、今回は採用することができなかったため、実施設計

に対する意見をもらえなくなってしまったのですが、こ

ちらでこれまでもアーティストや筑波大の先生方、学生

へのヒアリングなどを実施してきましたので、それらを

いかしていければと考えています。 

野中委員 ： 質問の後半であった地元の方との関係はどうでしょう

か。例えば、現在の設計図だと１階に地域利用スペース

というのを設けているようですが、１階の多目的室も含

め、地元の方々のニーズを直接的にくみ取るような、こ

とをワークショップのテーマとして設定するというのは

どうでしょうか。 

佐藤補佐 ： こちらの施設の検討当初から旧田水山小学校学区の区

長の方々からは直接御意見をもらっておりました。 

その中で地域の方が使える場所が欲しいということ
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で、地域利用スペースを設定しました。 

あとは防災関係についても、区長はじめ地元説明会に

いらっしゃった方から御意見をいただいており、その地

域利用スペースに防災設備を投入しまして、避難所とし

て使えるような形をとっております。 

他にも、地元の方向けのアンケートも実施しました

が、おっしゃるとおり、地域の方への働きかけも今後重

要な要素になってくると思いますので、ワークショップ

の参加者の募集と合わせて地域利用の仕方についても詰

めていければと考えております。 

川村委員 ： 私は議会の中で、特に学校施設について長寿命化計画

として、屋根や壁、窓など断熱をしっかりすることを提

案しているのですが、こちらの施設はどうでしょうか。

防災設備という話もありましたので、もし入ってなかっ

たら入れて欲しいなと思いました。 

また、防災倉庫の中身の話ですが、プライバシーを保

つための室内で建てるテントみたいなものがつくば市で

はまだあんまり防災備品として導入されていないように

見受けているのですが、ここではいかがでしょうか。 

佐藤補佐 ： まず、この建物の基本計画の方に概算は載っています

が、長寿命化は除いた額となっています。現在は長寿命

化ということで、屋根の防水や塗装、配管などをすべて

やり直すような予定になっており、現時点で基本計画時

の概算金額よりは大分上がる予想です。そのため、断熱

に関しては、今回はちょっと難しいと考えております。 

防災というお話もありましたが、防災のための設備は
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投入しますが、防災専門の施設ではないことと学校施設

ではなくなることから、壁などを含めた断熱というのは

難しいと考えおります。 

また、防災倉庫の中身については、危機管理課の所管

になると思うので、こちらで確認してみます。 

川村委員 ： 色々全部工事するとすごい金額になると思いますが、

天井だけ、窓だけなど、考えられる部分で検討していた

だきたいと思います。 

野中会長 ： その他いかがでしょうか。 

この建物の設計も、実施設計に当たってまだ多少修正

もあり得るということなので、外構なども御意見あれば

と思いますがいかがでしょうか。 

小澤委員 ： 先ほど宇津野委員もおっしゃったとおり、一度、芸術文

化に関わる人、キュレーターや芸術家、建築家と一緒に細

かいところを見る機会を設けた方がよいと思います。 

野中会長 ： この基本設計になる前に何度かそういう機会を設け

て、エレベーターの大きさを変えたり、部屋の位置を変え

たりされていましたよね。また機会を設けて、実施設計の

段階でも、そういったことがあった方が、いいのではない

かという御意見だと思います。 

小澤委員 ： 芸術文化ってとても広い言葉だと思うのですが、その

中でも、音楽、メディアアート、ゲーム、現代美術もそ

うでしょうし、陶芸、伝統芸能、そういった他この施設

に関わる関わりそうな専門家達と回るということです。 

佐藤補佐 ： ぜひ実現したいと思っているのですが、その節は、筑

波大の先生方にも御協力いただければと思いますので、
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どうぞよろしくお願いいたします。 

野中会長 ： 筑波大関係だと芸能関係はあまりいないかもしれない

ですが、市内の中でもいろんな方が活動されていると思

うので、そういった方々に「この部屋をもし使うとすれ

ばどういうふうにしたらいいのか」をヒアリングする機

会を再度設けて、ぜひここができた暁には利用してくだ

さいねというようなアナウンスも含めてそういう機会が

あると、施設がオープンしたときに、身近に感じたり、

利用していただいたりするきっかけにもなるのかなと思

います。 

山中委員 ： ワークショップの際に自由に御意見を伺う場面がある

と思いますが、聞き方として何かやっぱ文化芸術に特化

した施設を作りたいという前提で意見を求められた方が

いいのかなと考えています。例えば、そもそも子ども食堂

があっていいのかとか、子ども食堂の中で盛り付けなど

のワークショップや、工作のワークショップにそのまま

一緒に参加できるようにするのはどうかとか、作ること、

表現することに関した場所であることを踏まえた意見を

もらっていくような意識で、これからヒアリングしてい

ただいた方がよいのではないか思いました。 

山本主任 ： そうですね。今回に関して確かに参加の感想のみを求

めたような形になってしまったので、今後はこの建物を

作っていくコンセプトの部分に関わるような内容を設定

して回答をお願いしようと思います。 

田中秀夫委員 ： この施設の運営についてはどの程度決まっているので

しょうか。今回のワークショップの結果を見ても、あくま
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でこのワークショップに参加した方の希望だというのは

わかりますが、これを踏まえて検討するには開館時間な

どあまりにも現実的ではないように思います。それもあ

って、市が直営するとして５人くらいは配置されること

を想定しても、さすがにちょっと見えてこない部分が大

きいです。 

そのため、あれやりたい、これやりたいと市民から希望

がたくさん出てくるのはよいことですが、あらかじめも

う少し詰めて、実際にできる範囲の限界をある程度決め

て、その中で、どこまでできるのかというようなことを検

討してもらわないと職員の負担だけでなく、金銭的な負

担も際限なくなってしまうと思います。 

このような運営面で何か決まっていることはあるので

しょうか。 

佐藤補佐 ： 私たちがコンセプトとした内容などをしっかりと反映

できるように、まずは市が直営するというのがまずスタ

ート段階で決定していることです。 

そのほかに、開館時間とかはこの後ヒアリングとかも

しながら、できることを詰めていくという形で検討して

いく予定です。 

野中会長 ： できるだけ要望を受け入れられるような体制を整えた

いと思う一方で、行政側の管理の限界はあるのと思いま

すので、並行して検討していただきたいと思います。 

また、アートコーディネーターが常駐される可能性も

ありますが、文化芸術課の１人でも２人でも席を施設の

方に持ってきてもらうようなこともあってもいいのかも
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しれません。 

他いかがでしょう。 

矢島委員 ： 今からあと２年程度でオープンになる計画かと思いま

すが、その２年の間に市民が一緒に参加してこの場所を

作っているという雰囲気を作っていくことがとても重要

な気がしています。市民目線だと、行政の施設は突然与

えられるものであることが多くて、知らないところで議

論されて、余っているスペースや余っている施設がある

からそこを活用するために与えられた計画が突然降って

くるというような感覚が私自身はあって、この施設に関

しては、そういう形はできれば避けて欲しいと思ってい

ます。もちろん市民全員というのは無理ですが、関係す

るような方々に参加していただいて、行政と市民が一緒

に作った施設という雰囲気を作っていくことが大変だろ

うけど重要だと感じているので、その辺りを頑張ってい

ただけたら嬉しいです。 

小澤委員 ： これは提案なのですが、ワークショップは必ずしも旧

田水山小学校でやらなくてもいいかと思います。 

人が多い駅前でやって、田水山でやってということを

繰り返す中で、南と北で連携を作っていくような可能性

もあると思います。あとは、学校でもいいと思います。

子どもも大人もいていいし、普段の学校は子どもがいな

い大人たちって来ないですから、区長さんや地域の方と

かが来て、これをきっかけにコミュニティとができると

思うので、色んな場所でやってみるというのは面白いと

思います。 
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そういった点では、このワークショップをデザインす

る人も大事ですし、マイルストーンをきちんと事務局と

一緒に打っていく流れをデザインしていく人も必要だと

思います。 

根津委員 ： ワークショップの話ですが、３月に開催したときは廃

校になる前、旧田水山小学校に当時通っていた今の高校

生も参加していて、いい感じだなと思っていたのです

が、今回はその高校生たちも来なかったですね。そこが

寂しいなと思ったので、旧田水山小学校に関わりがあっ

た方たちにぜひもっと声かけていただきたいなと思って

います。 

それから、文化芸術創造拠点を作るよというだけで、

だからワークショップに来てねって言うのだと何をやっ

ているかわからない。何をするかわからないところには

行きづらいので、詳細を掲載して告知したほうがよいと

思います。今回はここの部屋のことを考えようとか本当

に細かいことでもいいと思うので、そういう具体的なこ

とを話していって、ここの部屋のここに私の意見が反映

されているのよ、という身近さを感じられる人を増やし

ていけるような、ワークショップシリーズの設計をして

もらえたらいいのかなと思います。 

それともう１つ、断熱が予算の関係でできないとおっ

しゃっていましたが、コリドイオの音楽室は防音がして

あるという触れ込みだったはずなのに、それが甘くて、

生ドラム禁止というように聞いています。 

言い方が難しいですが、半端なお金の使い方はやめて
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欲しいなと思います。防音って言うのであればちゃんと

防音して欲しいし、断熱するならちゃんと断熱して欲し

いです。予算との兼ね合いもちろんあると思いますが、

半端にすると、また改修とかしなきゃいけなくなると思

うので、それはできれば避けて欲しいと思います。 

佐藤補佐 ： 防音のスタジオを２つ用意していますが、１つはもと

もと音楽室だった場所です。一番景色がいい部屋でもあ

り、窓を生かした設計を検討しています。そのため、完全

防音ではなく、アコースティックを中心とした利用を想

定しており、そういった条件は事前にわかるようにして

利用を促す予定です。 

野中会長 ： ここで私からも御意見させていただきますと、先ほど

の話で、みんなで施設を作り上げていくというのは、計

画のプロセスの中の参加というだけではなく、工事中で

の参加、例えばタイルを１人１枚持って、この外壁のこ

の部分は自分が作ったみたいな体験を改修工事の途中で

検討してもらえればいいかなと思います。植栽などもそ

うですね。そういう機会があると、実際に足を運んでも

らうきっかけになると思います。 

また、内装や備品、設備などのデザインは、これ既製

品がそのまま並ぶようなものではなく、それなりにデザ

インされたような手すりや街灯などがあったらいいなと

は思います。予算の関係でどこまで手がつけられるかわ

からないですが、そういったところにもデザインの検討

予知がありますので、ぜひこういった施設にはお願いし

たいなと思っております。 
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川村委員 ： 前半で話していた文化芸術推進基本計画の評価に関す

る話なのですが、児童生徒の文化芸術体験活動の推進と

いう項目があって、審議会が始まる前に少し根津委員さ

んと話しておりました。 

今年度、教育局の予算で文化芸術に関する新しい予算

がついたかと思いますが、それはこれから文化芸術創造

拠点が作られるということと関連はあるのでしょうか。

もし話されているようなことがあれば、お聞きできれば

と思います。 

佐藤補佐 ： 教育局から、令和６年度からその新たな予算がついて

始まるというのは聞いていまして、こちらの文化芸術推

進基本計画にはそれが反映されています。ただし、今年度

からまだ始まったばかりで、その進捗を確認しながらや

っていくと聞いています。 

文化芸術創造拠点との関連は、現時点ではございませ

んが、文化芸術創造拠点基本計画においても学校との関

連というのはもちろん入っておりますので、今後、そうい

った繋がりは深くなってくる可能性はございます。 

野中委員 ： 他、よろしいでしょうか。 

それでは、大変長い時間になりましたが、貴重な御意

見をたくさんいただきましてありがとうございます。 

それでは本日の報告事項は以上となります。 

委員の皆様ありがとうございました。 

以上で議事を終了したいと思います。進行を事務局の

方にお返しいたします。 

佐藤補佐 ： 皆様、慎重なる御審議、誠にありがとうございまし
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た。 

 

３ その他 

＜佐藤補佐から令和６年度つくば市文化芸術審議会の日程調整について＞ 

＜第２回審議会、第３回は開催日未定(11～12 月頃と３月を予定）＞ 

＜後ほど、別途連絡をとり、日程連絡を実施＞ 

 

４ 閉会 

＜佐藤補佐より閉会の宣言＞ 

 

 



令和６年度 第１回つくば市文化芸術審議会 次第 

 

日 時   令和６年（2024年）８月２日（金） 

 14時00分から15時00分まで（予定） 

場 所   つくば市役所 

コミュニティ棟１階（会議室１） 

 

１ 開会 

 

２  内容 

 報告事項 

（１）つくば市文化芸術推進基本計画（第１期）の最終評価について（資料１） 

（２）つくば市文化芸術創造拠点整備について 

①基本設計の報告（資料２） 

②ワークショップの報告（令和６年（2024年）６月29日実施）（資料３） 

 

３ 閉会 

 

配布資料 

 次第（裏面・委員名簿） 

資料１ つくば市文化芸術推進基本計画 最終評価 

資料２ つくば市文化芸術創造拠点基本設計報告書（案） 

資料３ つくば市文化芸術創造拠点に関するワークショップ実施報告 

つくば市文化芸術推進基本計画（第２期） 令和６年（2024年）３月策定 



 

令和５年度つくば市文化芸術審議会委員名簿 

委嘱期間：令和５年(2023 年)11 月 1 日～令和７年(2025 年)10 月 31 日 

 

（敬称略） 

氏 名 選任区分 

川村
かわむら

 直子
な お こ

 市議会議員 

野中
の な か

 勝利
かつとし

 学識経験者（筑波大学） 

田中
た な か

 佐代子
さ よ こ

 学識経験者（筑波大学） 

林
はやし

 みちこ 学識経験者（筑波大学） 

小澤
お ざ わ

 慶
けい

介
すけ

 学識経験者（アーカスプロジェクト） 

田中
た な か

 秀夫
ひ で お

 学識経験者（つくば市文化協会） 

宇津野
う つ の

 茂樹
し げ き

 学識経験者（（公財）つくば文化振興財団） 

根津
ね つ

 陽子
よ う こ

 市民 

矢島
や じ ま

 祐
ゆう

介
すけ

 市民 

山中
やまなか

 周子
の り こ

 市民 
 



つくば市文化芸術推進基本計画　最終評価　　計画期間：平成30年度（2018年度）～令和５年度（2023年度） [●] 各課から
[・]　 基本計画（第２期）p11

評価　A　成果が上がっている
　　　　B　一定の成果が上がっている
　　　　C　成果は上がっていない

基本理念 基本的方向 基本施策：成果指標 主要施策 主な事業 成　果 課　題 評 価

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 
ー
 
ト
 
で
 

編
 

む

・つくば在住の芸術家への支援と指導者の
育成
・各種文化芸術を担う人材育成事業の推進
・（仮称）つくば文化芸術賞の設置
・文化芸術振興功労賞等の創設
・文化芸術活動ボランティアの育成

①
文化芸術を創造
するまち「つくば」

文化芸術に接する機
会の拡充

・鑑賞機会の充実
・鑑賞者向けワークショップの充実
・市民参加型事業の充実と多様化
・市民主体の文化芸術活動の推進

●令和元年度末から令和３年度半ばにかけて新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響により事業が実施できない時期が続いた。
また、事業再開後も観客数は減少したが、SNSを通じたオンライ
ン配信や代替事業などを実施し、一定の成果を残すことができ
た。令和４年度と令和５年度については、最低限の感染症対策
をしながら予定どおりイベントを開催することができた。

・社会情勢の変化に応じた、持続可能な文化芸術の推
進が必要
・子どもたちの作品発表の場や体験教室等の参加型イ
ベントの増加が必要

●市内アーティストの育成と支援を目的として、令和３年度より
事業を開始することができた。
●サポーター会員や公演ボランティアとして文化芸術に関わる
市民の育成ができた。

・つくば在住の芸術家への支援と指導者の育成の推進
が必要
・多様な文化芸術活動を担う人材育成事業の強化が必
要
・文化芸術活動ボランティアの育成が必要
・文化芸術団体等への活動支援の強化が必要

・芸術文化公演事業
・文化芸術関連ワークショップ
・市民文化祭
・つくば国際音楽祭
・つくばで第九
・つくばショートムービーコンペティション
・メディアアート・フェスティバル　等の開催

・アーティスト支援事業
（アートリサーチ・ラボ　等の実施）
・公演ボランティア（サポーター会員）等の育
成

B

すべての人にとって
文化芸術が身近にあ
る環境づくり

・児童、生徒等の文化芸術体験活動の推進
・児童、生徒等の文化芸術鑑賞活動の推進
・世代に合わせた付加サービスの充実
・文化芸術による障害者等の生活の質の向
上

・財団によるアウトリーチ事業
・夏休みアート・デイキャンプ
・アート探検隊
・芸術鑑賞会
・豊かな心育成事業
・劇団四季による無料招待公演
・学生割引公演
・ひとり親家庭の招待講演
・チャレンジアートフェスティバル　等の開催

●多様な芸術活動により、児童生徒の豊かな情操が育まれた。
●芸術鑑賞会では、学園単位で行われることで児童生徒の交流
が図られた。
●事業を通じて障害者（児）の芸術表現の意欲を高め、社会参
加の促進および、市民に対する障害者理解の推進を図ることが
できた。
●新型コロナウイルス感染拡大による舞台発表の中止の表現
手段の代替として、パフォーマンス映像作品の制作上映を行っ
た。

・世代に合わせた付加サービスの強化が必要
・文化芸術による障害者等の生活の質の向上支援強化
が必要
・子育て世代が参加しやすい文化芸術公演の増加が必
要
・障害者等の文化芸術に触れる機会の拡大が必要 B

B

文化芸術に資する人
材の育成と活用

②
多様な文化と伝
統が調和するま
ち「つくば」

地域に根付いた伝統
の継承・発展

・文化財等の保存と有効活用
・郷土の伝統文化、芸能の保護・継承
・文化資源活用事業の充実

・各種文化財・埋蔵文化財の調査・保存
・小田城跡保存
・金田官衙遺跡保存
・文化財維持管理
・巡回企画展・文化財イベントの開催
・学校での伝統文化教育
・文化財サポーターの育成
・民有文化財の補助
・さくら民家園の活用
・まつりつくばの開催　等

●各種文化財調査事業や土地買収、維持管理業務により、文化
財の保存ができたほか、各種調査で得られた成果が市の歴史を
知る資料となった。保存された文化財や調査で得られた資料は、
展示や講座、イベントで活用し、市民が歴史に触れる機会が提
供できた。また、平沢官衙遺跡では経年劣化等への対処となる
再整備工事に着手できた。
●さくら民家園について、一般開放、見学自由とし、来園者につく
ば地方の伝統的な農家住宅のたたずまいや構造を学ぶ機会と
憩いの場を提供できた。
●まつりつくばについて、令和２年度と４年度は新型コロナウィル
ス感染症拡大の影響で中止となった。令和３年度はスマホスタン
プラリー等の代替イベントを開催した。スマホスタンプラリーで
は、市内の参加店舗を巡っていただくことで経済活動を推進する
とともに、市内物産品を賞品とすることで物産品の㏚を行うこと
ができた。令和５年度は、４年ぶりの開催となったこともあり、公
務員宿舎の再開発やつくば中央警察署の移転など周辺の社会
環境の変化に対応し、住民生活に配慮した上で開催することが
できた。

・文化資源活用事業の強化が必要
●開発増に伴う埋蔵文化財調査の必要件数の増加と未
調査案件の蓄積が進んでしまっており、事業の効率化
や人員増等の対応策が必要である。活用では、展示施
設利用者数の新型コロナウイルス感染症の影響からの
回復が十分ではなく、改めて周知や催事等の充実を図
る必要がある。また、令和５年度から４年計画で着手し
た平沢官衙遺跡再整備工事を円滑に進めることも、今
後の大きな課題となる。
●さくら民家園の母屋の茅葺屋根は、破損したぐしを幌
で被覆しているほか、全体的に茅材の損耗が進行して
おり、葺き替えの時期を迎えている。計画的に修繕工事
を行う必要がある。
●つくば駅周辺においては、マンションなどの建設が進
み、近隣住民への影響が大きくなったこと、調整が必要
な利害関係者が増えたことで、現状の内容・規模を維持
することが困難になっている。

B

多文化共生による文
化芸術の振興

・在住外国人や姉妹都市を通しての異文化
理解と多文化共生社会の促進
・多言語による情報提供
・国際都市にふさわしい魅力ある文化芸術
事業の確立
・つくばの多様な魅力の世界への発信
・アーティスト・イン・レジデンスの促進

・国際理解講座、世界お茶のみ話、国際交流
フェア　等の開催
・多言語による外国語広報紙発行
・姉妹都市・友好都市等との連携（グルノーブ
ル屋外映画祭への出品、音楽家派遣、来市
に対しての日本文化体験、工芸品の出展
等）
・文化芸術アーカイブ　アートチャンネルや
Instagramの運用

●新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて事業をオンラ
インで実施するなど、手法を工夫しながら異文化理解に資する
事業が実施できた。また、感染症収束後は、対面での事業実施
を再開したことに加え、講演会の動画配信は継続して行うなど、
オンラインの有効活用を継続できている
●外国語広報紙について、新型コロナウイルス感染症拡大中は
外国人人口が減少していたが、設置場所の新規開拓により発行
部数は微増傾向を続けた。感染症収束後は外国人人口は増加
しており、発行部数も増加している。
●姉妹都市・友好都市等との連携により、様々な機会で世界に
向けてつくば市の文化芸術をＰＲすることができた（動画やSNS
での発信、PR冊子の作成など）。
●文化芸術アーカイブを通して、各種事業や市内の文化芸術活
動を紹介することができた。

・異文化理解と多文化共生社会を促進する事業の強化
が必要
・国際都市にふさわしい魅力ある文化芸術事業の推進
が必要
・アーティスト・イン・レジデンスの実施が必要
・市役所内の連携強化が必要
・外国語広報紙等の周知活動の強化が必要
・姉妹都市等海外都市との連携を活用し、世界に向けた
つくばの魅力発信が必要

B

資料１



基本理念 基本的方向 基本施策：成果指標 主要施策 主な事業 成　果 課　題 評 価

④
自然が感性を培
うまち「つくば」

自然との共生による
文化芸術の振興

・自然環境との共存を図る事業の充実
・自然と共存する都市景観の創出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 
ー
 
ト
 
で
 

編
 

む

③
新しい文化を創
出するまち「つく
ば」

科学と融合した文化
芸術の振興

・新たな文化芸術の推進
・新たな文化芸術関連ワークショップの充実
・つくば発の、新たな文化芸術を創造する芸
術家への支援強化

・サイエンス・ハッカソンでのコーディネート
・メディアアート・フェスティバルの開催
・ショートムービー・コンペティションの開催

B

文化芸術によるイノ
ベーションの創出

・民間企業との連携による文化芸術の発展
・クリエイティブ産業による人材育成及び地
域の活性化
・食や生活文化など文化芸術を利用した産
業・観光の推進
・スポーツ文化による地域の活性化

・スタートアップ事業アクセラレーションプログ
ラムの実施
・周遊観光推進事業（旧フットパスの発行）
・つくばコレクションの認定
・「つくば市、（株）つくば電気通信及びデジタ
ルハリウッド（株）によるＩＴ・クリエイティブ産業
の活性化に関する連携協定」に基づくＩＴ・クリ
エイティブ産業の人材育成、クリエイティブ産
業の製品・サービスの社会実装支援
・スポーツ教室やつくばマラソン等スポーツ大
会の開催

●アクセラレーションプログラムの実施によりスタートアップの事
業拡大につながった。
●クリエイティブ人材の「メイカー」と研究者の出会いの場が構築
できた。
●新たなエンターテイメントを小学生親子が体験できる機会を創
出できた。
●つくばスタートアップパークでは文化芸術分野を含めてスター
トアップ支援ができている。
●収入観光推進事業について、観光客入込数は新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響を受けたものの、地図更新を定期的に行
い、需要に応じて配架場所を増やすなど工夫をすることで、配布
枚数が増え、PR、誘客を図ることができた。
●市内物産品等をつくばコレクションとして認定することにより、
物産品等の販路拡大につなげることができた。
●令和２年度から令和３年度にかけて新型コロナウイルス感染
症の影響により、開催できない事業もあったが、感染症対策を講
じることで開催できた教室もあった。つくばマラソンについては、
オンラインにて開催することができた。開催方法によらず、スポー
ツの楽しみや健康の増進等の場を提供することができた。

・民間企業との連携強化が必要
・クリエイティブ産業による人材育成と地域活性化が必
要
・食や生活文化など文化芸術を利用した産業・観光の推
進強化が必要
・観光事業との連携強化が必要
・新たなコンテンツを開発することにより、周遊観光事業
の推進など、文化芸術を活用した地域の活性化の促進
が必要

B

●サイエンス・ハッカソンの作品展示を通じて、G20大臣会合の
機運醸成に貢献した。
●また、筑波研究学園都市の創造性や多様性、文化的成熟度と
いった魅力の新たな発信方法として確立できた。
●事業を継続して実施することで、認知度が高まり、来場者数に
つながった。

・メディア芸術など、新たな文化芸術のワークショップの
増加が必要。
・つくば発の新たな芸術を創造する芸術家への支援が
必要。
・市の文化振興事業への協力に対して、研究者・研究機
関への理解浸透の努力が必要。
●アーティスト側の意図を正確に把握することについ
て、改善の余地がある。

⑤
文化芸術を実践
するまち「つくば」

プラットフォームの形
成

・多様な文化芸術活動を相互に結ぶコー
ディネート機能の形成
・文化芸術創造拠点の形成
・つくば発の文化芸術のアーカイヴの構築
・市、教育委員会（学校含む）、つくば文化
振興財団、市民、文化芸術団体、大学、研
究機関、企業等とのネットワークの構築
・文化芸術活動を行う個人、団体への新た
な支援制度の構築

・文化芸術創造拠点の形成（旧田水山小学
校）
・筑波大学と財団との連携事業（アート・マル
シェ、小学校でアウトリーチの実施）
・文化芸術活動支援
・ノバホール・つくばカピオのアーカイブ運用
・つくばアートチャンネルアーカイブの運用

●文化芸術創造拠点の形成に向け、準備を進めることができ
た。
●筑波大学や筑波学院大学（現：日本国際学園大学）等と連携
した事業を多数実施することができた。
●アーカイブを活用した事業や情報発信を推進することができ
た。

・多様な資源を活用し、相互に結ぶコーディネート機能
の構築が必要。
・文化芸術創造拠点基本計画に基づいたプラットフォー
ムの形成が必要
・様々な主体を相互に結び付けるソフト面でのプラット
フォーム形成の実現が必要（様々な主体：市、教育委員
会（学校含む）、公益財団法人つくば文化振興財団、市
民、文化芸術団体、大学、研究機関、企業等）
・文化芸術分野の専門職員の配置が必要

文化施設の整備と活
用

・つくば市の文化施設の整備と活用
・県の文化施設、大学関連施設及び市内の
民間施設等との連携強化
・公共空間の活用によるにぎわい創出

・中央図書館の活用
・茨城県近代美術館やつくば美術館との連携
・公園やペデストリアンデッキ・広場の活用（つ
くばペデカフェプロジェクト　等）

・市内外へ向けた、文化芸術活動に関する情報提供の
拡充が必要。
・わかりやすい情報発信の工夫が必要
・文化芸術に関する広報の認知度向上が必要

●中央図書館では、令和元年度末から令和３年度半ばにかけて
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりイベント等が実施
できない時期が続いた。その中で実施方法を工夫し、感染症対
策を図りつつイベントを実施し、一定の成果を残すことができた。
令和５年度には令和２年度から中止していたライブラリーピク
ニックを開催した。
●つくば文化会館アルスは老朽化が進んでいることによって、突
発的な故障等が各所であるが、修繕による対応を行っている。
令和２年度に新型コロナウィルス対策に充てるため予算を縮減
し、翌年度以降に一部の事業を先送りしたが、その他の事業に
ついては計画どおりに執行し、一定の成果を残すことができた。
令和５年度には屋上の改修を行った。また、視聴覚コーナーを改
修し閲覧席を増設した。
●ペデカフェプロジェクトにおいて、地域の団体等と連携したイベ
ント等を行うことにより、街のにぎわいを創出した。新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響を受けているが、いくつかの事業は感
染対策をした上で実施。令和５年度のイベント実施回数は、H30
年度以降最多となった。

・文化施設の整備や活用の推進が必要
・文化芸術施設の老朽化に伴う計画的な改修、修繕が
必要

文化芸術情報の収
集と提供

・つくば市内の文化芸術活動情報の収集
・ケーブルテレビ、地域情報誌等の有効活
用
・市の広報媒体の有効活用
・ソーシャルネットワークサービスの有効活
用

・広報紙（かわら版含む）の発行
・市公式HP・SNSの運用
・ACCS・常陽リビング・新聞広告等の活用
・つくばアートチャンネルの運用
・情報誌「芸文筑波」の発行

●広報紙の全戸配布、HP・SNSによる情報発信により、幅広い
年齢層の市民に分かりやすく丁寧な文化芸術情報等の発信を
行った。
●つくばアートチャンネルの運用開始により、HPだけでなく、文化
芸術に特化した情報発信が可能となった。

A

A

B

A

・景観法に基づく行為の届出の審査
・発電設備の適正な設置や管理の誘導
・つくば市屋外広告物条例に基づく許可
・アートセッションの実施

●景観法に基づく届出対象行為について、景観形成基準に基づ
き規制誘導することにより、良好な景観の維持・形成を図った。
●一定規模以上の発電設備の設置について、ガイドライン及び
要綱に基づき誘導することにより、適正な設置、管理を図った。
●つくば市屋外広告物条例の適正な運用や市ホームページ等
での周知活動により、無秩序な広告物の掲出を防止し、街並み
景観、道路沿道景観、都市景観等の維持保全が図られた。

・自然環境と共存・共生する文化芸術活動の推進が必
要
・筑波山を筆頭とするつくばの自然との共生を図る文化
芸術事業の拡充が必要
・環境保全に対する市民意識の向上が必要







  はじめに

文化芸術は人の魂を映す鏡であり、私たちの人間性の深い部

分に根付いています。私たち一人一人の内なる世界を豊かに描

き出し、想像力や創造力を具体的な形に変えていきます。この

ようにして生み出される作品は、作り手や観る人たちの間で感

情を喚起し、人と人とのつながりを深め、互いの理解と尊重へ

とつながります。

この表現の価値はトップアーティストに限らず、アートに携

わるすべての人によって創り出されるものです。アートが生み出す豊かな表現で彩られた都

市は、多様性が増し、共生の力を育んでいきます。文化芸術の普遍的な価値を通じて、多様

性を受け入れ、違いを尊重しながら、人類共通の美しさを見出し、共感を深めることも可能

になります。

このような思いを背景に、つくば市では、文化芸術によるまちづくりを実践していくため

に、平成31年に「つくば市文化芸術推進基本計画」を策定しました。この第１期計画の振り

返りを行い、新たに策定したのが本計画です。

新たな計画では、基本理念を第１期から引き続き、「アートで編む」とし、文化芸術が市民

にとってより身近なものとなるよう様々な施策を実践していきます。　

それらの施策の中心となっているのは、令和８年度の供用開始を目標に旧田水山小学校を

利活用して整備を進めている「つくば市文化芸術創造拠点」です。

この施設では「出会う・つながる・創造する」をコンセプトに、展示や創作の設備を整え

るほか、分野を超えたネットワークを構築し、アートを通じた新たな価値を創造する拠点と

なることを目指しています。

市の様々な主体や魅力という一本一本の糸を、紡ぎ、編み、豊かなまちをともに創ってい

きましょう。

令和６年（2024年）３月

� つくば市長　
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1.	つくば市文化芸術推進基本計画（第2期）について
1.1.	計画策定の目的
平成29年（2017年）６月に国の文化芸術基本法が改正され、平成30年（2018年）

３月に「文化芸術推進基本計画（第１期）」が閣議決定し、地方公共団体でも計画を策定

していく努力目標が定められました。

それを受けて、つくば市は、世界に誇れる、個性あるつくばの文化芸術の創造を推進

するために、「つくば市文化芸術推進基本計画（第１期）」を平成31年（2019年）３月

に策定しました。同計画では、本市に揃う１本１本のすばらしい糸を連携させ、「まち」

という大きな布を織り上げるという思いから、「アートで編む」を基本理念に掲げて、５

つの基本的方向と11からなる基本施策を設定しました。

しかし、同計画期間には、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大したことで、文

化芸術イベントが中止や延期、規模縮小をやむなくされるなど、人々の行動自粛によっ

て、文化芸術活動に関わる機会は減少しました。これにより市内の文化芸術活動は非常

に甚大な影響を受けました。

新型コロナウイルス感染症の影響が収束しつつある中、国は令和５年（2023年）３月

に「文化芸術推進基本計画（第２期）」を閣議決定しました。ここでは、第１期の４つの

目標を中長期目標として基本的に踏襲した上で、今後５年間（令和５年度～令和９年度）

において推進する７つの重点取組、16の施策群、これらの施策の着実かつ円滑な実施に

必要な取組を示しています。

つくば市においても、「つくば市文化芸術推進基本計画（第１期）」が令和４年（2022年）

度に最終年度を迎えたことから、国の「文化芸術推進基本計画（第２期）」や、文化芸術

を取り巻く環境の変化、令和４年（2022年）12月から令和５年（2023年）１月に実施

した「文化芸術に関する市民意識調査」を踏まえて、令和６年（2024年）３月に「つく

ば市文化芸術推進基本計画（第２期）」を策定することとしました。
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1.2.	�つくば市文化芸術推進基本計画（第2期）
における対象の定義

1.2.1.市が振興する文化芸術の定義

文化芸術基本法及び市の地域特性を踏まえ、本計画では以下の分野を「文化芸術」の

対象範囲とします。

分野 内容

芸術
文学、音楽（クラシック、ポップスなど）、美術（絵画、彫刻など）、写真、
演劇、舞踏、その他の芸術

メディア芸術
映画、漫画、アニメーション、コンピュータ及びその他の電子機器等を利用した
芸術（ゲーム、コンピュータグラフィックスなど）

伝統芸能 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踏、その他の我が国及び地域古来の伝統的な芸能

芸能（伝統芸能を除く） 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、その他の芸能

生活文化 茶道、華道、書道、食文化、盆栽など、その他の生活に係る文化

国民娯楽 囲碁、将棋、俳句、カラオケ、その他の国民的娯楽並びに出版物及びレコード等

文化財 有形・無形の文化財等並びに、その保存技術（史跡、地域の民俗芸能等）

※文化財については、主として「つくば市文化財保存活用計画」に基づき推進していきます。

1.2.2.本計画とSDGs（持続可能な開発目標）の関係性

平成27年（2015年）９月に国連本部で開催された第70回国連総会において「持続可

能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。このアジェンダには、持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development GOALS）として、世界で達成すべ

き17の目標と169のターゲットが掲げられています。

こうした中、市はＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けて平成30年（2018年）

２月に「持続可能都市ヴィジョン」を公表し、令和２年（2020年）３月に持続可能都市

宣言を発表しました。本計画に基づき更なる文化芸術の振興を図ることは、ＳＤＧｓ（持

続可能な開発目標）の以下の目標の達成に寄与します。
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1.3.	計画の位置付け
本計画は、「つくば市文化芸術基本条例」に即して定め、市の既存関連計画及び国や茨

城県等の法令、条例等や計画との整合性に配慮しながら策定しています。

国 つくば市

茨城県

「つくば市文化芸術推進基本計画（第2期）」の位置付け

文化芸術基本法

文化芸術推進基本計画（第2期）

障害者による文化芸術活動
の推進に関する法律

障害者による文化芸術活動の推進
に関する基本的な計画（第2期）

茨城県文化振興条例

第2次茨城県文化振興計画

つくば市文化芸術
推進基本計画
（第2期）

つくば市
文化芸術基本条例

＜関連するつくば市の計画等＞

つくば市未来構想
第2期つくば市戦略プラン

つくば市文化財保存活用計画

第3期 つくば市教育振興基本計画

第3次 つくば市生涯学習推進基本計画

第3次 つくば市障害者計画

第2次 つくば市グローバル化基本指針

1.4.	計画期間
「つくば市文化芸術推進基本計画（第１期）」は、平成30年度（2018年度）から令和

４年度（2022年度）までの５か年の計画として策定されました。

「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」は、令和５年度（2023年度）を策定期間

としており、令和６年度（2024年度）から、令和10年度（2028年度）までの５か年の

計画として算定します。
※策定期間とした令和５年度は、引き続き第１期計画に基づき進めていきます。

「つくば市文化芸術推進基本計画（第2期）」の計画期間

第1期 つくば市戦略プラン 第2期 つくば市戦略プラン

つくば市未来構想 つくば市未来構想

H27
2015
年度

H28
2016
年度

H29
2017
年度

H30
2018
年度

R1
2019
年度

R2
2020
年度

R3
2021
年度

R4
2022
年度

R5
2023
年度

R6
2024
年度

R7
2025
年度

R8
2026
年度

R9
2027
年度

R10
2028
年度

つくば市文化芸術推進
基本計画（第１期）

策定
期間

つくば市文化芸術推進
基本計画（第2期）
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2.	文化芸術を取り巻く現状と課題
2.1.	文化芸術に関する社会状況の変化
2.1.1.国の動向

（1）文化芸術推進基本計画（第2期）

国は、平成30年（2018年）３月、文化芸術基本法に基づき「文化芸術推進基本計画（第

１期）」を策定しました。計画期間中の文化芸術を取り巻く状況の変化や成果と課題を踏

まえ、令和５年（2023年）３月に「文化芸術推進基本計画（第２期）」を閣議決定しました。

「文化芸術推進基本計画（第２期）」の中では、中長期目標と重点取組、計画推進のた

めに必要な取組を定めています。

中長期目標が、新型コロナウイルス感染症の影響で達成に至っていないことを踏まえ

て、第１期の４つの目標を基本的に踏襲しています。

計画名 文化芸術推進基本計画（第2期）

策定年月 令和5年（2023年）年3月

計画期間 令和5年度（2023年度）～令和9年度（2027年度）

目的・趣旨

同計画内容では、第1期の4つの目標を「中長期目標」として基本的に踏襲し
た上で、今後5年間（令和5年度（2023年）～令和9年度（2027年））におい
て推進する7つの重点取組、16の施策群、これらの施策の着実かつ円滑な実施
に必要な取組を示しているとともに、第2期計画推進のために必要な取組を3つ
定めている。

国の文化芸術推進基本計画（第2期）の概要

文
化
芸
術
を
取
り
巻
く
現
状
と
課
題
　
文
化
芸
術
に
関
す
る
社
会
状
況
の
変
化

4



文
化
芸
術
を
取
り
巻
く
現
状
と
課
題
　
文
化
芸
術
に
関
す
る
社
会
状
況
の
変
化

中長期目標

文化芸術の創造・発展・継承と教育・参加機会の提供中長期目標1

創造的で活力ある社会の形成中長期目標2

心豊かで多様性のある社会の形成中長期目標3

持続可能で回復力のある地域における文化コミュニティの形成中長期目標4

第2期計画推進のために必要な取組

社会課題に適時的確に対応するための政策形成・評価と体制構築必要な取組１

第2期計画の戦略的な広報・普及活動の展開必要な取組2

国・地方公共団体等が一体となった文化芸術の振興必要な取組3

重点取組

ポストコロナの創造的な文化芸術活動の推進重点取組１

文化資源の保存と活用の一層の促進重点取組2

文化芸術を通じた次代を担う子供たちの育成重点取組3

文化芸術のグローバル展開の加速重点取組5

文化芸術を通じた地方創生の推進重点取組6

デジタル技術を活用した文化芸術活動の推進重点取組7

多様性を尊重した文化芸術の振興重点取組4
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（2）障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画（第2期）

国は、令和５年（2023年）３月に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響

や東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催など、第１期における取組の成果

や課題等を踏まえ、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画（第２期）」

を策定しました。第２期計画では、障害者文化芸術推進法に基づき基本的な視点を定め

て具体的な施策に取り組むことや目指す姿（目標）を明記しました。

計画名 障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画（第2期）

策定年月 令和5年（2023年）3月

計画期間 令和5年度（2023年度）～令和9年度（2027年度）

目的・趣旨

障害者文化芸術推進法は、障害者基本法及び文化芸術基本法の基本的な理念に
のっとり、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進
を図ることを目的に制定された。

「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画（第2期）」は、同法
に基づき、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な
推進を図ることを目的に策定された。計画では、基本的な方針や、政府が総合的
かつ計画的に実施すべき施策、その他必要な事項が定められている。

障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画（第2期）の概要

基本的な方針（視点）

障害者による文化芸術活動の幅広い促進基本的な方針１

障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対する支援の強化基本的な方針2

地域における、障害者の作品等の発表、交流の促進による、
心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現

基本的な方針3

第2期計画において目指す姿（目標）

障害者による幅広い文化芸術活動の更なる促進や展開目指す姿１

文化施設及び福祉施設等をはじめとした関係団体・機関等の連携等
による、障害者が文化芸術に親しみ、参加する機会等の充実

目指す姿2

地域における障害者による文化芸術活動の推進体制の構築目指す姿3
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2.1.2.茨城県の動向

（1）第2次茨城県文化振興計画

茨城県は、平成29年（2017年）３月に、「茨城県文化振興計画」を策定しました。

令和４年度（2022年度）からは、「第２次茨城県総合計画～「新しい茨城」への挑戦～」

の文化振興行政に関する内容をもって「第２次茨城県文化振興計画」に代えることとし、

具体の施策の取組や進行管理を行うものとして、「アクションプラン」を策定しました。

アクションプランでは、５つの基本的施策に基づき、具体的な取組を進めています。

※文化芸術に関する内容を抜粋しました。

計画名 第2次茨城県文化振興計画・アクションプラン

策定年月 令和4年（2022年）3月

計画期間 令和4年度（2022年度）～令和7年度（2025年度）

目的・趣旨
本計画は、文化振興に関する総合的かつ長期的に講ずべき施策の大綱などを明
示することにより、本県の文化振興施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
「茨城県文化振興条例」に基づき策定された。

第2次茨城県文化振興計画・アクションプランの概要

施策（１）生涯にわたる学びと心豊かにする文化・芸術

③子どもの豊かな感性や創造性を育むため、優れた芸術を鑑賞し親しむ機会の充実を図ると
ともに、学校等における文化芸術活動を推進します。

④将来の文化を担う人材の育成と伝統文化の継承のため、必要となる資金及び人材の確保な
どを支援するとともに、県民等の作品を発表する場の提供などに取り組みます。

⑤県民が優れた文化芸術に触れる機会を確保するため、県立美術館・歴史館等の環境整備に
取り組むほか、文化情報の一元化などにより、効率的・効果的な情報提供を推進します。

「第2次茨城県総合計画」の文化振興行政に関する内容

第2章　政策14 学び・文化・スポーツ・遊びを楽しむ茨城チャレンジⅢ：新しい人材育成
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基本的施策 各種施策

人材の育成等

（1）文化の担い手の育成及び確保

（2）次世代を担う子どもたちの育成

（3）文化に関する教育の充実

文化の振興

（1）芸術の振興

（2）伝統文化の継承及び発展

（3）生活文化等の振興

（4）文化を活用した地域づくり

（5）文化交流の促進

文化的資産の活用等

（1）文化的資産の活用

（2）文化財の保存等

（3）公共の建物等の建築に当たっての配慮

文化活動の充実

（1）県民の文化活動の充実

（2）高齢者、障害者等の文化活動の普及

（3）青少年の文化活動の普及

（1）文化情報の収集及び提供

（2）推進体制の整備

（3）文化施設の機能の充実

（4）地域における文化活動の支援

（5）財政上の措置

（6）顕彰

1

2

3

4

文化活動の支援体制の充実等5

5つの基本的施策と各種施策（アクションプラン）
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2.2.	これまでの取組と第１期計画の振り返り
2.2.1.これまでの取組

つくば市文化芸術基本条例

市は、平成16年（2004年）に「つくば市文化芸術基本条例」を策定しました。平成

31年（2019年）に、文化芸術基本法第７条の２の規定に基づき、文化芸術に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術推進基本計画を定める条例改正を行

いました。

計画名 つくば市文化芸術推進基本計画（第1期）

策定年月 平成31年（2019年）年3月

計画期間 平成30年度（2018年度）～令和4年度（2022年度）

基本理念
基本理念「アートで編む」

文化芸術によって、１本１本のすばらしい糸を連携させていくことで、新しい
文化芸術を創造し、大きな「まち」という布を織る

つくば市文化芸術推進基本計画（第１期）の概要

つくば市文化芸術推進基本計画（第１期）　基本的方向と基本施策

基本的方向基本
理念 基本施策

①文化芸術を創造するまち「つくば」

②多様な文化と伝統が調和するまち
「つくば」

1 文化芸術に接する機会の拡充

2 すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり

3 文化芸術に資する人材の育成と活用

⑤文化芸術を実践するまち「つくば」

9 プラットフォームの形成

10 文化施設の整備と活用

11 文化芸術情報の収集と提供

4 地域に根付いた伝統の継承・発展

5 多文化共生による文化芸術の振興

③新しい文化を創出するまち「つくば」
6 科学と融合した文化芸術の振興

7 文化芸術によるイノベーションの創出

④自然が感性を培うまち「つくば」 8 自然との共生による文化芸術の振興

ア
ー
ト
で
編
む
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2.2.2.第１期計画の振り返り

つくば市文化芸術推進基本計画（第１期）の計画期間当初及び末期には、基本的方向

に掲げた目標の一定の進捗が見られたものの、計画期間の大半は新型コロナウイルス感

基本理念 基本的方向 基本施策 主要施策 主な事業 成　果 課　題

ア

ー

ト

で

編

む

・文化資源活用事業の強化が必要

②
多様な文化と
伝統が調和
するまち
「つくば」

地域に根付いた
伝統の継承・発展

文化芸術に資する
人材の育成と活用

①
文化芸術を
創造するまち
「つくば」

文化芸術に接する
機会の拡充

多文化共生による
文化芸術の振興

すべての人にとって
文化芸術が身近にある
環境づくり

・鑑賞機会の充実
・鑑賞者向けワークショップの充実
・市民参加型事業の充実と多様化
・市民主体の文化芸術活動の推進

・児童生徒等の文化芸術体験活動の
推進
・児童生徒等の文化芸術鑑賞活動の
推進
・世代に合わせた付加サービスの充
実
・文化芸術による障害者等の生活の
質の向上

・つくば市文化芸術振興事業
・文化芸術関連ワークショップ
・市民文化祭
・つくば国際音楽祭
・つくばで第九
・つくばショートムービーコンペ
ティション
・メディアアート・フェスティバ
ル等の開催

・財団によるアウトリーチ事業
・夏休みアート・デイキャンプ
・アート探検隊
・芸術鑑賞会
・豊かな心育成事業
・劇団四季による無料招待公演
・学生割引公演
・ひとり親家庭の招待講演
・チャレンジアートフェスティバ
ル等の開催

・SNSを通じたオンライン配信
・代替事業の実施

・社会情勢の変化に応じた、持続可能な文化芸術の推進が必要
・子ども達の作品発表の場や体験教室等の参加型イベントの増加
が必要

・多様な芸術活動を実施したことにより、児童生徒の豊かな情操
を育成
・児童生徒の交流を促進
・障害者（児）の意欲向上と社会参加の促進
・障害者理解の推進
・代替事業の実施

・世代に合わせた付加サービスの強化が必要
・文化芸術による障害者等の生活の質の向上支援強化が必要
・子育て世代が参加しやすい文化芸術公演の増加が必要
・障害者等の文化芸術に触れる機会の拡大が必要

・つくば在住の芸術家への支援と指
導者の育成
・各種文化芸術を担う人材育成事業
の推進
・（仮称）つくば文化芸術賞の設置
・文化芸術振興功労賞等の創設
・文化芸術活動ボランティアの育成

・アーティスト支援事業
（アートリサーチ・ラボ等の実施）
・サポーター会員
・公演ボランティア等の育成

・文化芸術に関わる市民の増加
（サポーター会員、公演ボランティア等）
・市内アーティスト育成支援事業

・文化財等の保存と有効活用
・郷土の伝統文化、芸能の保護・継承
・文化資源活用事業の充実

・各種文化財・埋蔵文化財の調査・
保存
・史跡の保存・活用
・文化財維持管理
・巡回企画展・文化財イベントの開
催
・学校での伝統文化教育
・文化財サポーターの育成
・民有文化財の補助
・さくら民家園の活用
・まつりつくばの開催
・平沢官衙遺跡の再整備等

・文化財の保存
・調査結果から得られた歴史資料を活用し、展示や講座、イベ
ントを実施したことにより、市民が歴史に触れる機会を提供
・市指定無形民俗文化財の活動へ補助金を交付
・さくら民家園を一般開放し、伝統的な農家住宅を知る機会、
憩いの場を提供
・代替イベントの開催により、市内の物産品をPRし、経済活動
を推進

・在住外国人や姉妹都市を通しての
異文化理解と多文化共生社会の促
進
・多言語による情報提供
・国際都市にふさわしい魅力ある文
化芸術事業の確立
・つくばの多様な魅力の世界への発信
・アーティスト・イン・レジデンス
の促進

・国際理解講座、世界お茶のみ
話、国際交流フェア、オンライン
による料理・文化紹介等の実施
・多言語による外国語広報紙発行
・姉妹都市・友好都市等との連携
（グルノーブル屋外短編映画祭へ
の出品、海外からの訪問団に対し
ての日本文化体験プログラム等）
・文化芸術アーカイブ　アートチ
ャンネルやInstagramの運用

・オンラインにより事業を実施
・手法を工夫した異文化理解への事業実施
・外国語広報紙の発行部数が増加
・姉妹都市・友好都市等と連携して実施
・文化芸術アーカイヴ等から発信強化

・つくば在住の芸術家への支援と指導者の育成の推進が必要
・多様な文化芸術活動を担う人材育成事業の強化が必要
・文化芸術活動ボランティアの育成が必要
・文化芸術団体等への活動支援の強化が必要

・異文化理解と多文化共生社会を促進する事業の強化が必要
・国際都市にふさわしい魅力ある文化芸術事業の推進が必要
・アーティスト・イン・レジデンスの実施が必要
・市役所内の連携強化が必要
・外国語広報紙等の周知活動の強化が必要
・姉妹都市等海外都市との連携を活用し、世界に向けたつくばの
魅力発信が必要
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基本理念 基本的方向 基本施策 主要施策 主な事業 成　果 課　題

ア

ー

ト

で

編

む

・文化資源活用事業の強化が必要

②
多様な文化と
伝統が調和
するまち
「つくば」

地域に根付いた
伝統の継承・発展

文化芸術に資する
人材の育成と活用

①
文化芸術を
創造するまち
「つくば」

文化芸術に接する
機会の拡充

多文化共生による
文化芸術の振興

すべての人にとって
文化芸術が身近にある
環境づくり

・鑑賞機会の充実
・鑑賞者向けワークショップの充実
・市民参加型事業の充実と多様化
・市民主体の文化芸術活動の推進

・児童生徒等の文化芸術体験活動の
推進
・児童生徒等の文化芸術鑑賞活動の
推進
・世代に合わせた付加サービスの充
実
・文化芸術による障害者等の生活の
質の向上

・つくば市文化芸術振興事業
・文化芸術関連ワークショップ
・市民文化祭
・つくば国際音楽祭
・つくばで第九
・つくばショートムービーコンペ
ティション
・メディアアート・フェスティバ
ル等の開催

・財団によるアウトリーチ事業
・夏休みアート・デイキャンプ
・アート探検隊
・芸術鑑賞会
・豊かな心育成事業
・劇団四季による無料招待公演
・学生割引公演
・ひとり親家庭の招待講演
・チャレンジアートフェスティバ
ル等の開催

・SNSを通じたオンライン配信
・代替事業の実施

・社会情勢の変化に応じた、持続可能な文化芸術の推進が必要
・子ども達の作品発表の場や体験教室等の参加型イベントの増加
が必要

・多様な芸術活動を実施したことにより、児童生徒の豊かな情操
を育成
・児童生徒の交流を促進
・障害者（児）の意欲向上と社会参加の促進
・障害者理解の推進
・代替事業の実施

・世代に合わせた付加サービスの強化が必要
・文化芸術による障害者等の生活の質の向上支援強化が必要
・子育て世代が参加しやすい文化芸術公演の増加が必要
・障害者等の文化芸術に触れる機会の拡大が必要

・つくば在住の芸術家への支援と指
導者の育成
・各種文化芸術を担う人材育成事業
の推進
・（仮称）つくば文化芸術賞の設置
・文化芸術振興功労賞等の創設
・文化芸術活動ボランティアの育成

・アーティスト支援事業
（アートリサーチ・ラボ等の実施）
・サポーター会員
・公演ボランティア等の育成

・文化芸術に関わる市民の増加
（サポーター会員、公演ボランティア等）
・市内アーティスト育成支援事業

・文化財等の保存と有効活用
・郷土の伝統文化、芸能の保護・継承
・文化資源活用事業の充実

・各種文化財・埋蔵文化財の調査・
保存
・史跡の保存・活用
・文化財維持管理
・巡回企画展・文化財イベントの開
催
・学校での伝統文化教育
・文化財サポーターの育成
・民有文化財の補助
・さくら民家園の活用
・まつりつくばの開催
・平沢官衙遺跡の再整備等

・文化財の保存
・調査結果から得られた歴史資料を活用し、展示や講座、イベ
ントを実施したことにより、市民が歴史に触れる機会を提供
・市指定無形民俗文化財の活動へ補助金を交付
・さくら民家園を一般開放し、伝統的な農家住宅を知る機会、
憩いの場を提供
・代替イベントの開催により、市内の物産品をPRし、経済活動
を推進

・在住外国人や姉妹都市を通しての
異文化理解と多文化共生社会の促
進
・多言語による情報提供
・国際都市にふさわしい魅力ある文
化芸術事業の確立
・つくばの多様な魅力の世界への発信
・アーティスト・イン・レジデンス
の促進

・国際理解講座、世界お茶のみ
話、国際交流フェア、オンライン
による料理・文化紹介等の実施
・多言語による外国語広報紙発行
・姉妹都市・友好都市等との連携
（グルノーブル屋外短編映画祭へ
の出品、海外からの訪問団に対し
ての日本文化体験プログラム等）
・文化芸術アーカイブ　アートチ
ャンネルやInstagramの運用

・オンラインにより事業を実施
・手法を工夫した異文化理解への事業実施
・外国語広報紙の発行部数が増加
・姉妹都市・友好都市等と連携して実施
・文化芸術アーカイヴ等から発信強化

・つくば在住の芸術家への支援と指導者の育成の推進が必要
・多様な文化芸術活動を担う人材育成事業の強化が必要
・文化芸術活動ボランティアの育成が必要
・文化芸術団体等への活動支援の強化が必要

・異文化理解と多文化共生社会を促進する事業の強化が必要
・国際都市にふさわしい魅力ある文化芸術事業の推進が必要
・アーティスト・イン・レジデンスの実施が必要
・市役所内の連携強化が必要
・外国語広報紙等の周知活動の強化が必要
・姉妹都市等海外都市との連携を活用し、世界に向けたつくばの
魅力発信が必要

文
化
芸
術
を
取
り
巻
く
現
状
と
課
題
　
こ
れ
ま
で
の
取
組
と
第
１
期
計
画
の
振
り
返
り

染症拡大の影響を大きく受け、進捗が芳しくなく、評価することが適切ではないといっ

た状況であり、課題が残りました。また、このような社会情勢の変化から新たな課題も

生まれました。

以下では、施策の体系に沿って成果と課題を整理しました。
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文
化
芸
術
を
取
り
巻
く
現
状
と
課
題
　
こ
れ
ま
で
の
取
組
と
第
１
期
計
画
の
振
り
返
り

基本理念 基本的方向 基本施策 主要施策 主な事業 成　果 課　題

ア

ー

ト

で

編

む

文化芸術による
イノベーションの創出

③
新しい文化を
創出するまち
「つくば」

科学と融合した
文化芸術の振興

文化施設の整備と活用

⑤
文化芸術を
実践するまち
「つくば」

プラットフォームの
形成

④
自然が感性を
培うまち
「つくば」

自然との共生による
文化芸術の振興

文化芸術情報の
収集と提供

・多様な文化芸術活動を相互に結ぶ
コーディネート機能の形成
・文化芸術創造拠点の形成
・つくば発の文化芸術のアーカイヴ
の構築
・市、教育委員会（学校含む）、つ
くば文化振興財団、市民、文化芸
術団体、大学、研究機関、企業等
とのネットワークの構築
・文化芸術活動を行う個人、団体へ
の新たな支援制度の構築

・自然環境との共存を図る事業の充実
・自然と共存する都市景観の創出

・民間企業との連携による文化芸術
の発展
・クリエイティブ産業による人材育
成及び地域の活性化
・食や生活文化など文化芸術を利用
した産業・観光の推進
・スポーツ文化による地域の活性化

・新たな文化芸術の推進
・新たな文化芸術関連ワークショッ
プの充実
・つくば発の新たな文化芸術を創造
する芸術家への支援強化

・サイエンス・ハッカソンでのコ
ーディネート
・メディアアート・フェスティバ
ルの開催
・ショートムービー・コンペティ
ションの開催

・サイエンス・ハッカソンによる作品展示により、G20担当大
臣会合の機運醸成に貢献
・つくばの魅力の新たな発信方法の確立
・事業継続による認知度の向上を通じて、来場者が増加

・メディア芸術など、新たな文化芸術のワークショップの増加が必要
・つくば発の新たな文化芸術を創造する芸術家への支援が必要
・市の文化振興事業への協力に対して、研究者・研究機関等への理
解浸透の努力が必要

・文化芸術創造拠点の形成に向けた計画
・市内の大学との連携事業の実施
・アーカイヴを活用した事業や情報発信

・多様な資源を活用し、相互に結ぶコーディネート機能の構築が必要
・文化芸術創造拠点基本計画に基づいた形成が必要
・市、教育委員会（学校含む）、公益財団法人つくば文化振興財
団、市民、文化芸術団体、大学、研究機関、企業等、様々な主体
を相互に結び付けるソフト面でのプラットフォーム形成の実現が
必要
・文化芸術活動を行う個人や団体への新たな支援制度の設置が必要
・文化芸術分野の専門職員の配置が必要

・感染症対策を講じてのイベントを実施
・一部の事業を先送りしたが、多くの事業を実施
・公共空間において地域団体等との連携イベントを実施し、街の
にぎわいを創出

・文化施設の整備や活用の推進が必要
・文化芸術施設の老朽化に伴う計画的な改修、修繕が必要

・市広報紙、ホームページ、SNSによる文化芸術情報を発信
し、幅広い年齢層に対して情報発信
・文化芸術に特化した「つくばアートチャンネル」による情報発
信を展開

・市内外へ向けた、文化芸術活動に関する情報提供の拡充が必要
・わかりやすい情報発信の工夫が必要
・文化芸術に関する広報の認知度向上が必要

・自然を生かしたアートセッションの実施
・つくば市屋外広告物条例の適正な運用による無秩序な広告物の
掲出の防止及び街並み景観、道路沿道景観、都市景観等の維持
保全
・景観形成基準に基づく規制誘導による良好な景観の維持・形成

・自然環境と共存・共生する文化芸術活動の推進が必要
・筑波山を筆頭とするつくばの自然との共生を図る文化芸術事業の
拡充が必要
・環境保全に対する市民意識の向上が必要

・スタートアップの事業の拡大
・クリエイティブ人材と研究者の出会いの場を構築
・新たなエンターテイメントの体験機会の創出
・つくばコレクション認証による販路拡大
・文化芸術分野を含めたスタートアップ支援
・旧フットパスによる誘客実施
・感染拡大の影響がある中でのスポーツ教室開催
・オンラインによるつくばマラソンの開催

・民間企業との連携強化が必要
・クリエイティブ産業による人材育成と地域活性化が必要
・食や生活文化など文化芸術を利用した産業・観光の推進強化が必要
・観光事業との連携強化が必要
・新たなコンテンツを開発することにより、周遊観光事業の推進な
ど、文化芸術を活用した地域の活性化の促進が必要

・アートセッションの実施
・つくば市屋外広告物条例に基づ
く許可
・景観法に基づく届出の審査

・スタートアップ事業アクセラレ
ーションプログラムの実施
・周遊観光推進事業（旧フットパ
スの発行）
・つくばコレクションの認定
・「つくば市、（株）つくば電気通
信及びデジタルハリウッド（株）
によるＩＴ・クリエイティブ産業の
活性化に関する連携協定」に基づ
くＩＴ・クリエイティブ産業の人材
育成、クリエイティブ産業の製
品・サービスの社会実装支援
・スポーツ教室やつくばマラソン
等スポーツ大会の開催

・旧田水山小学校を活用した文化
芸術創造拠点の形成
・筑波大と財団との連携事業（ア
ート・デイキャンプ、小学校で
アウトリーチの実施）
・文化芸術活動の支援を実施
・ノバホール・つくばカピオのア
ーカイブ運用
・つくばアートチャンネルアーカ
イブを運用

・中央図書館の活用
・茨城県つくば美術館との連携
・公園やペデストリアンデッキ・
広場の活用（つくばペデカフェ
プロジェクト等）

・市広報紙（かわら版含む）の発行
・市ホームページ・SNSの運用
・ACCS・常陽リビング・新聞広
告等の活用
・つくばアートチャンネルの運用
・情報紙「芸文つくば」の発行

・つくば市の文化施設の整備と活用
・県の文化施設、大学関連施設及び
市内の民間施設等との連携強化
・公共空間の活用によるにぎわい創
出

・つくば市内の文化芸術活動情報の
収集
・ケーブルテレビ、地域情報誌等の
有効活用
・市の広報媒体の有効活用
・ソーシャルネットワークサービス
の有効活用
・つくば市内外へ向けた、文化芸術
活動に関する情報提供
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基本理念 基本的方向 基本施策 主要施策 主な事業 成　果 課　題

ア

ー

ト

で

編

む

文化芸術による
イノベーションの創出

③
新しい文化を
創出するまち
「つくば」

科学と融合した
文化芸術の振興

文化施設の整備と活用

⑤
文化芸術を
実践するまち
「つくば」

プラットフォームの
形成

④
自然が感性を
培うまち
「つくば」

自然との共生による
文化芸術の振興

文化芸術情報の
収集と提供

・多様な文化芸術活動を相互に結ぶ
コーディネート機能の形成
・文化芸術創造拠点の形成
・つくば発の文化芸術のアーカイヴ
の構築
・市、教育委員会（学校含む）、つ
くば文化振興財団、市民、文化芸
術団体、大学、研究機関、企業等
とのネットワークの構築
・文化芸術活動を行う個人、団体へ
の新たな支援制度の構築

・自然環境との共存を図る事業の充実
・自然と共存する都市景観の創出

・民間企業との連携による文化芸術
の発展
・クリエイティブ産業による人材育
成及び地域の活性化
・食や生活文化など文化芸術を利用
した産業・観光の推進
・スポーツ文化による地域の活性化

・新たな文化芸術の推進
・新たな文化芸術関連ワークショッ
プの充実
・つくば発の新たな文化芸術を創造
する芸術家への支援強化

・サイエンス・ハッカソンでのコ
ーディネート
・メディアアート・フェスティバ
ルの開催
・ショートムービー・コンペティ
ションの開催

・サイエンス・ハッカソンによる作品展示により、G20担当大
臣会合の機運醸成に貢献
・つくばの魅力の新たな発信方法の確立
・事業継続による認知度の向上を通じて、来場者が増加

・メディア芸術など、新たな文化芸術のワークショップの増加が必要
・つくば発の新たな文化芸術を創造する芸術家への支援が必要
・市の文化振興事業への協力に対して、研究者・研究機関等への理
解浸透の努力が必要

・文化芸術創造拠点の形成に向けた計画
・市内の大学との連携事業の実施
・アーカイヴを活用した事業や情報発信

・多様な資源を活用し、相互に結ぶコーディネート機能の構築が必要
・文化芸術創造拠点基本計画に基づいた形成が必要
・市、教育委員会（学校含む）、公益財団法人つくば文化振興財
団、市民、文化芸術団体、大学、研究機関、企業等、様々な主体
を相互に結び付けるソフト面でのプラットフォーム形成の実現が
必要
・文化芸術活動を行う個人や団体への新たな支援制度の設置が必要
・文化芸術分野の専門職員の配置が必要

・感染症対策を講じてのイベントを実施
・一部の事業を先送りしたが、多くの事業を実施
・公共空間において地域団体等との連携イベントを実施し、街の
にぎわいを創出

・文化施設の整備や活用の推進が必要
・文化芸術施設の老朽化に伴う計画的な改修、修繕が必要

・市広報紙、ホームページ、SNSによる文化芸術情報を発信
し、幅広い年齢層に対して情報発信
・文化芸術に特化した「つくばアートチャンネル」による情報発
信を展開

・市内外へ向けた、文化芸術活動に関する情報提供の拡充が必要
・わかりやすい情報発信の工夫が必要
・文化芸術に関する広報の認知度向上が必要

・自然を生かしたアートセッションの実施
・つくば市屋外広告物条例の適正な運用による無秩序な広告物の
掲出の防止及び街並み景観、道路沿道景観、都市景観等の維持
保全
・景観形成基準に基づく規制誘導による良好な景観の維持・形成

・自然環境と共存・共生する文化芸術活動の推進が必要
・筑波山を筆頭とするつくばの自然との共生を図る文化芸術事業の
拡充が必要
・環境保全に対する市民意識の向上が必要

・スタートアップの事業の拡大
・クリエイティブ人材と研究者の出会いの場を構築
・新たなエンターテイメントの体験機会の創出
・つくばコレクション認証による販路拡大
・文化芸術分野を含めたスタートアップ支援
・旧フットパスによる誘客実施
・感染拡大の影響がある中でのスポーツ教室開催
・オンラインによるつくばマラソンの開催

・民間企業との連携強化が必要
・クリエイティブ産業による人材育成と地域活性化が必要
・食や生活文化など文化芸術を利用した産業・観光の推進強化が必要
・観光事業との連携強化が必要
・新たなコンテンツを開発することにより、周遊観光事業の推進な
ど、文化芸術を活用した地域の活性化の促進が必要

・アートセッションの実施
・つくば市屋外広告物条例に基づ
く許可
・景観法に基づく届出の審査

・スタートアップ事業アクセラレ
ーションプログラムの実施
・周遊観光推進事業（旧フットパ
スの発行）
・つくばコレクションの認定
・「つくば市、（株）つくば電気通
信及びデジタルハリウッド（株）
によるＩＴ・クリエイティブ産業の
活性化に関する連携協定」に基づ
くＩＴ・クリエイティブ産業の人材
育成、クリエイティブ産業の製
品・サービスの社会実装支援
・スポーツ教室やつくばマラソン
等スポーツ大会の開催

・旧田水山小学校を活用した文化
芸術創造拠点の形成
・筑波大と財団との連携事業（ア
ート・デイキャンプ、小学校で
アウトリーチの実施）
・文化芸術活動の支援を実施
・ノバホール・つくばカピオのア
ーカイブ運用
・つくばアートチャンネルアーカ
イブを運用

・中央図書館の活用
・茨城県つくば美術館との連携
・公園やペデストリアンデッキ・
広場の活用（つくばペデカフェ
プロジェクト等）

・市広報紙（かわら版含む）の発行
・市ホームページ・SNSの運用
・ACCS・常陽リビング・新聞広
告等の活用
・つくばアートチャンネルの運用
・情報紙「芸文つくば」の発行

・つくば市の文化施設の整備と活用
・県の文化施設、大学関連施設及び
市内の民間施設等との連携強化
・公共空間の活用によるにぎわい創
出

・つくば市内の文化芸術活動情報の
収集
・ケーブルテレビ、地域情報誌等の
有効活用
・市の広報媒体の有効活用
・ソーシャルネットワークサービス
の有効活用
・つくば市内外へ向けた、文化芸術
活動に関する情報提供

文
化
芸
術
を
取
り
巻
く
現
状
と
課
題
　
こ
れ
ま
で
の
取
組
と
第
１
期
計
画
の
振
り
返
り
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2.3	 �市民アンケート等からみる文化芸術を取り
巻く現状

市は「つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）」を策定するにあたり、文化芸術の推

進に関する方針を再考し、改定するために令和４年度（2022年度）「文化芸術に関する

市民意識調査」（市民アンケート）を実施しました。（詳細は44ページ～ 59ページを参照）

以下では、本アンケートから市内の文化芸術の現状を確認します。

2.3.1.市民の文化芸術との関わり方

（1）過去１年間の文化芸術の鑑賞・体験の有無・頻度

・	過去１年間（令和３年12月～令和４年 11月）における文化芸術の鑑賞・体験の状況

をみると、「鑑賞・体験した」が７割弱となっています。（p47図表１）

・	鑑賞・体験した市民の頻度をみると、「年に数回」が４割となった一方、「ほぼ毎日」

が３割弱と二極化の傾向がみられます。（p47図表２）

・	過去１年間に文化芸術を鑑賞・体験しなかった理由をみると、「新型コロナウイルス感

染症の影響で外出を自粛したから」が５割と最も多く、次いで「時間がないから」が

４割弱となっています。（p52図表８）

（2）「自宅等」での文化芸術の鑑賞・体験状況

・	市民が過去１年間に「自宅等」で鑑賞・体験した文化芸術分野をみると、「メディア芸術」

が約８割と最も多く、次いで「芸術」、「芸能（伝統芸能を除く）」となっています。（p48

図表３）

・	過去１年間に「自宅等」で文化芸術を鑑賞・体験した市民のオンラインによる鑑賞・

体験状況（無料または有料は問わない）をみると、「鑑賞・体験した」が７割弱となっ

ています。（p49図表５）

・	オンラインにより鑑賞・体験した内容をみると、「コンサート等の音楽イベント」が約

７割と最も多く、次いで「美術館・博物館等の企画」、「歴史的な建物や遺跡」となっ

ています。（p50図表６）

（3）「自宅等以外」での文化芸術の鑑賞・体験状況

・	市民が過去１年間に「自宅等以外」で鑑賞・体験した文化芸術分野をみると、「芸術」

が５割超と最も多く、次いで「メディア芸術」、「文化財」となっています。（p49図表４）

・	過去１年間において自宅等以外で文化芸術を鑑賞・体験した市民の鑑賞・体験した施

設をみると、「市内の映画館」が約３割と最も多く、次いで「東京都内の文化芸術施設」、

「ノバホール」となっています。（p51図表７）
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（4）新型コロナウイルス感染症の影響

・	新型コロナウイルス感染症の拡大前と拡大後における文化芸術の鑑賞・体験頻度の変

化をみると、「減少した」が６割弱と最も多く、次いで「変化していない」が３割超、「増

加した」が約１割となっています。（p53図表９）

・	新型コロナウイルス感染症の拡大前後で文化芸術の鑑賞・体験頻度が減少した理由を

みると、「外出を自粛したから」が約９割と最も多く、次いで「文化芸術に係るイベン

トや催事が中止（延期）となったから」が約５割となっています。（p54図表10）

（5）文化芸術に関する情報の入手方法

・	文化芸術に関する情報の入手方法をみると、「つくば市の広報紙・ホームページ」が約

６割と最も多く、次いで「地域情報誌（常陽リビングなど）」が４割弱、「チラシ、ポスター」

と「SNS（Facebook、X（旧Twitter）など）」が３割超となっています。（p56図表

12）

2.3.2.市の文化芸術に関する取組への評価・期待

（1）つくば市の文化芸術に関する取組に対する現状の満足度

・	つくば市の文化芸術に関する取組に対する現状の満足度を「満足評価（「満足」と「ど

ちらかといえば満足」の合計）」からみると、「つくばの豊かで美しい自然と共存した

都市景観や文化芸術活動」が最も多く、次いで「科学と芸術を融合したつくば発の新

たな文化芸術」、「文化芸術を担う個人や団体、大学、研究機関、企業とのネットワーク」、

「鑑賞や創作、ワークショップなど、市民が文化芸術に触れる機会」となっています。

（p55図表11）

（2）今後のつくば市の文化芸術に期待すること

・	つくば市の文化芸術に今後期待することは、「優れた文化芸術を鑑賞する機会の提供」

が最も多く、次いで「プロのアーティストとの触れ合う機会の提供」、「周辺地区にあ

る施設について、設備・運営の充実を図ることによる利活用の促進」となっています。

（p57図表13）

（3）つくば市の文化芸術に関する取組における今後の重要度

・	つくば市の文化芸術に関する取組における今後の重要度を「重要評価（「重要」と「ど

ちらかといえば重要」の合計）」をみると、「つくばの豊かで美しい自然と共存した都

市景観や文化芸術活動」が９割と最も多く、次いで「文化財の保存・活用、伝統文化

行事の支援など、地域に根付いた伝統の継承・発展」、「鑑賞や創作、ワークショップ

など、市民が文化芸術に触れる機会」となっています。（p58図表14）
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2.4.	文化芸術を推進する上での課題
つくば市文化芸術推進基本計画（第１期）の振り返りや令和４年度に実施した市民意

識調査の結果から、基本的方向ごとの課題を以下のＡ、Ｂ、Ｃに分類して整理しました。

Ａ：第１期主要施策からの課題

Ｂ：主要施策担当課からの課題

Ｃ：文化芸術に関する市民意識調査結果からの課題　Ｐ44～Ｐ59参照

市民が生活の一部として文化芸術に親しめるように、誰もが身近に文化芸術に触れる

ことができ、また、自ら参加することができるような環境整備を進めてきました。

さらに、文化芸術の創造・発展・継承に向けて、各種団体や人材の育成支援などを展

開することで「文化芸術を創造するまち 「つくば」」を目指しました。

【課題】

A

● 世代に合わせた付加サービスの強化が必要

● 文化芸術による障害者等の生活の質の向上支援強化が必要

● つくば在住の芸術家への支援と指導者の育成の推進が必要

● 多様な文化芸術活動を担う人材育成事業の強化が必要

● 文化芸術活動ボランティアの育成が必要

B

● 社会情勢の変化に応じた、持続可能な文化芸術の推進が必要

● 子ども達の作品発表の場や体験教室等の参加型イベントの増加が必要

● 子育て世代が参加しやすい文化芸術公演の増加が必要

● 障害者等の文化芸術に触れる機会の拡大が必要

● 文化芸術団体等への活動支援の強化が必要

● すべての人にとって文化芸術が身近となるような環境の整備が必要

● 芸術家や指導者など文化芸術を担う人材の育成や活用が必要

● 優れた文化芸術公演を鑑賞する機会の拡大が必要

● プロのアーティストと触れ合う機会の拡大が必要

● 鑑賞や創作、ワークショップなど、市民が文化芸術に触れる機会が必要

C

第1期からの振り返り　Ｐ10～Ｐ13参照}

基本的方向①｜文化芸術を創造するまち「つくば」
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市には、古くから続く集落や街並み、筑波研究学園都市の核となる研究学園地区、つく

ばセンター地区などがあり、それぞれに特色のある歴史や文化があります。また、留学生

をはじめ海外からの研究者やその家族など多くの外国人が居住しています。これら個性の

伸長と調和を図り、「多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」」を目指しました。

【課題】

A

● 文化資源活用事業の強化が必要

● 異文化理解と多文化共生社会を促進する事業の強化が必要

● 国際都市にふさわしい魅力ある文化芸術事業の推進が必要

● アーティスト・イン・レジデンスの実施が必要

B

● 市役所内の連携の強化が必要

● 外国語広報紙等の周知活動の強化が必要

● 姉妹都市等との連携を活用し、世界に向けたつくばの魅力発信が必要

● つくばの多様な魅力を発信する国際都市にふさわしい魅力ある文化芸術事業の増加が必要C

※文化財については、主として「つくば市文化財保存活用計画」に基づき推進していきます。

市は、既存の資源にとらわれず、未来を模索する科学技術やスタートアップの創出及び成

長支援に力を入れています。これらと文化芸術を調和させることで相乗効果をねらい、イノ

ベーションを生み出す「新しい文化を創出するまち「つくば」」を目指しました。

【課題】

A

● メディア芸術など、新たな文化芸術のワークショップの増加が必要
● つくば発の新たな文化芸術を創造する芸術家への支援が必要
● 民間企業との連携強化が必要
● クリエイティブ産業による人材育成と地域活性化の推進が必要
● 食や生活文化など文化芸術を利用した産業・観光の推進強化が必要

B

● 市の文化振興事業への協力に対して、研究者・研究機関等への理解浸透の努力が必要
● 観光事業との連携強化が必要
● 新たなコンテンツの開発による周遊観光事業の推進など、文化芸術を活用した地域の活性化が

必要

● 市内の文化芸術情報を収集し、多様なメディアを通じた情報提供が必要
● 科学技術と芸術を融合したつくば発の新たな文化芸術の発信促進が必要

C

基本的方向②｜多様な文化と伝統が調和するまち「つくば」

基本的方向③｜新しい文化を創出するまち「つくば」
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筑波山は広域にわたる住民の郷土文化の形成に深く関わってきました。また、豊かで美

しい自然は、人々の感性を育ててきました。各種の市民活動や市の施策展開において、自

然との調和、共生の視点を踏まえて、貴重な環境資源を守り、「自然が感性を培うまち「つ

くば」」を目指しました。

【課題】

A ● 自然環境と共存・共生する文化芸術活動の推進が必要

B
● 筑波山を筆頭とするつくばの自然との共生を図る文化芸術事業の拡充が必要

● 環境保全に対する市民意識の向上が必要

● つくばの豊かで美しい自然と共存・共生した都市景観や文化芸術活動の機会の拡大が必要C

つくば発の文化芸術について、文化芸術施策を展開するプラットフォームの形成や文

化施設の整備と活用、文化芸術情報の収集と提供などにより「文化芸術を実践するまち「つ

くば」」を目指しました。

【課題】

A

● 多様な資源を活用し、相互に結ぶコーディネート機能の構築が必要

● 文化芸術創造拠点基本計画に基づいた形成が必要

● 市、教育委員会（学校含む）、公益財団法人つくば文化振興財団、市民、文化芸術団体、大学、

研究機関、企業等、様々な主体を相互に結び付けるソフト面でのプラットフォーム形成の実現が

必要

● 文化芸術活動を行う個人や企業を対象にした新たな支援制度の設置が必要

● 文化施設の整備や活用の推進が必要

● 市内外へ向けた、文化芸術活動に関する情報提供の拡充が必要

B

● 文化芸術分野の専門職員の配置が必要

● 文化芸術施設の老朽化に伴う計画的な改修、修繕が必要

● わかりやすい情報発信の工夫が必要

● 文化芸術に関する広報の認知度向上が必要

● 周辺地区にある施設の設備や運営方法の検討が必要C

基本的方向④｜自然が感性を培うまち「つくば」

基本的方向⑤｜文化芸術を実践するまち「つくば」
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3.	つくば市文化芸術推進基本計画（第２期）の体系
3.1.	基本理念

文化芸術は、豊かな人間性や創造性を育む役割を担うとともに、人々の心のつながり

を強め、多様性や活力を生み出す社会を形成する基盤となります。また、人々の日常に

根差しており、生活を充実させることにも貢献しています。

私たちの生活は、令和２年（2020年）から始まった新型コロナウイルス感染症の拡大

により一変し、健康的な被害はもとより、行動様式の変容を迫られ、大きな困難や不安に

直面しました。感染予防の観点から、人々の触れ合う機会や活動が奪われ、心理的な距離

が生まれるなど、社会的なつながりが希薄化しました。文化芸術は、こうした大きな生活

の変化の中で、人々に日々を生きる希望を与えるものとして、その価値が再認識されました。

近年の文化芸術は、観光などの産業やまちづくり、科学技術、国際交流、福祉など、

異なる分野と結びつくことによって、様々な価値を創出し、地域の活性化や地域の経済

的な成長にも貢献しています。

さらに、文化芸術は、人々が文化芸術の場に参加する機会を通じて、多様な価値観を

尊重し、他者との相互理解が進むという社会包摂の機能を有しているとされており、様々

な背景を持つ人々が互いを尊重しながら安心して生活できる持続可能な社会を創ること

も期待されています。そして、このような社会を実現することは、市民のウェルビーイ

ング（※）の向上につながるものだと考えられます。

第１期計画では基本理念を「アートで編む」とし、市の様々な主体や魅力を文化芸術

で結びつけ、新しい文化芸術を創造し、豊かなまちづくりを目指しました。この基本理

念「アートで編む」は、中長期的な視点に立って設定したものであり、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により第１期計画に掲げた取組が道半ばである状況を踏まえて、第２

期計画の基本理念も第１期計画と同様に「アートで編む」とします。
（※）�「ウェルビーイング」とは、身体的、精神的、社会的に良好な状態であることを意味する包括的な概念
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3.2.	�方針
基本理念「アートで編む」の実現に向けて、第１期の課題から施策の体系を見直し、

以下の５つの方針（基本的方向）を設定しました。

方針①　文化芸術に親しむまち
文化芸術が市民の生活の一部となるよう、誰もが身近に文化芸術に触れることができ、

自ら参加して創作できる環境を整備します。あわせて、市の文化芸術の創造・発展・継

承に向けて、それを担う各種団体や人材の育成を行います。

方針②　多様性を尊重するまち
留学生や、海外からの研究者、その家族など多くの外国人が居住しているほか、他市

町村からの転入による人口増加の過程にあるつくば市では、年齢、性別、障害の有無、

国籍や出身地の違いなどによる多様な個性が集まっています。これらの個性を伸長し、

互いに尊重しあえるよう、文化芸術を通じて支援します。

方針③　地域の風土を守り、いかすまち
市内には、日本固有の伝統や文化に関わる資産や活動が根付いています。また、筑波

山などの豊かで美しい自然は、市民の感性や郷土文化の形成に深く関わっています。さ

らに、古くから続く集落や街並み、研究機関が多く立地する研究学園地区、つくば駅周

辺のつくばセンター地区など、市内には各地域に特色のある歴史や文化があります。貴

重な環境資源や特色ある文化を守り、時に活用しながら、次世代へ継承していきます。

方針④　創造的で活力あるまち
市は、未来を模索する科学技術やスタートアップの振興に力を入れています。これら

と文化芸術を融合、調和させることで相乗効果をねらい、イノベーションを生み出し、

地方創生や地域活性化を後押しします。

方針⑤　持続可能な文化コミュニティを実現するまち
市の資源や個性をいかした魅力ある文化芸術を創造していくためのプラットフォーム

の形成や、文化施設の整備を行うこと、また、市内の文化芸術情報の収集や発信を効果

的に行うことで、文化芸術の活動環境を整えます。「アートで編む」を実現・継続してい

くための文化コミュニティを形成します。
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4.1.	�つくば市文化芸術推進基本計画（第2期）
施策の体系

本基本理念に基づき、文化芸術推進の施策体系として５つの方針（基本的方向）、11の

戦略（基本施策）を以下のとおり設定します。

4.	文化芸術の振興に向けた取組内容

方針①

文化芸術に親しむまち

方針②

多様性を尊重するまち

方針⑤

持続可能な文化コミュニ
ティを実現するまち

戦略（１）
プラットフォームの形成

戦略（２）
文化施設の整備と活用

戦略（３）
文化芸術情報の活用

方針④

創造的で活力あるまち

戦略（１）
科学技術と融合した文化芸術の振興

戦略（２）
文化芸術によるイノベーションの創出

基
本
理
念

ア
ー
ト
で
編
む

方針③

地域の風土を守り、いか
すまち

戦略（１）
自然との共生による文化芸術の振興

戦略（２）
地域に根付いた伝統の継承・発展

戦略（１）
すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり

戦略（２）
文化芸術を通じた多文化共生・国際交流の促進

戦略（１）
文化芸術に接する機会の拡充

戦略（２）
文化芸術を担う人材の育成
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4.2.	�５つの方針（基本的方向）と11の戦略（基本施策）
　　　方針①　文化芸術に親しむまち
戦略１　文化芸術に接する機会の拡充
文化芸術が市民の生活の一部となるよう、文化芸術に触れる機会の拡充を図るほか、

自ら創作できる環境整備を進めます。

施策（1）鑑賞・体験機会の拡充

施策（2）表現・実践する機会の拡充
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主な取組例
・つくば市文化芸術振興事業　・つくば市民文化祭
・つくば市小中学校芸術展　・ノバホール音楽会　
・チャレンジアートフェスティバル　・つくば市文化協会での活動
・公立保育所、幼稚園での表現・実践活動

作品展（チャレンジアートフェスティバルinつくば） ステージ発表（つくば市民文化祭）

主な取組例

お茶会体験（つくば市民文化祭） 市民合唱団による「つくばで第九」

・つくば市文化芸術振興事業　　・つくば市民文化祭
・家庭教育推進事業　　　　　　・市主催の各種講座・催事
・公立保育所、幼稚園での鑑賞・体験活動
・児童館、公設児童クラブでの鑑賞・体験活動
・子育て総合支援センターでの子育てイベント
・文化芸術イベントに関する後援名義の使用承認
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施策（3）子どもたちが優れた文化芸術に触れることができる機会の拡充

戦略２　文化芸術を担う人材の育成
市の文化芸術の創造・発展・継承に向けて、各種団体や人材の育成支援等を行います。

施策（1）市内で活動するアーティストへの支援と指導者の育成

主な取組例
・おはなし会や学校訪問ブックトーク等
・芸術文化鑑賞・体験事業 劇団四季「こころの劇場」
・小中学校、義務教育学校への芸術家派遣事業
・アウトリーチ事業　・地域交流センター講座
・公立保育所や幼稚園の所外保育、園外保育での芸術鑑賞

中央図書館職員による学校訪問ブックトーク

主な取組例
・アーティスト向けワークショップ
・公益財団法人 つくば文化振興財団活動支援事業

アーティスト向けワークショップ（つくばアートラボ） 活動支援事業に採択された事業

小学校でのアウトリーチ事業
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施策（2）各種文化芸術を担う人材育成事業の推進

施策（3）文化芸術活動ボランティアの育成

主な取組例
・公演、イベントボランティア
・市民文化祭等での地域ボランティア
・ボランティア登録

ボランティアによる石仏調査風景 市民文化祭での高校生による運営ボランティア

主な取組例
・児童生徒、学生向け文化芸術事業
・つくば市小中学校芸術展
・アウトリーチ事業
・プロによる中高生への楽器演奏クリニック
・文化芸術に関する保育者研修

つくば市小中学校芸術展 プロによる中高生への楽器演奏クリニック
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4.3.	方針②　多様性を尊重するまち
戦略１　すべての人にとって文化芸術が身近にある環境づくり
年齢、性別、障害の有無、国籍や出身地の違い、さらには経済的な事情または居住す

る地域等にかかわらず等しく、すべての人が文化芸術を鑑賞し、参加し、創造できる環

境づくりを行います。

施策（1）年齢、性別、障害の有無や国籍にかかわらず活動できる環境づくり

施策（２）多様なニーズに合わせたサービスの充実

主な取組例

舞台発表（チャレンジアートフェスティバルinつくば） 難聴児学級でのアウトリーチ事業

・チャレンジアートフェスティバル
・障害の有無にかかわらず一緒に参加できる公演、イベント
・多言語対応した広報活動

主な取組例

いきいきサロンでの絵手紙体験 親子向け公演

・いきいきサロン事業
・親子向け公演、イベント
・フリーコンサート（無料）
・高齢者文化芸術鑑賞助成事業（シニア割）
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戦略２　文化芸術を通じた多文化共生・国際交流の促進
多言語での情報提供や、国籍を越えた文化交流の機会を創出することで、地域におけ

る異文化理解と多文化共生を促進します。また、つくばとのつながりを通じて、海外の人々

が日本・つくばの文化芸術に触れる機会を創出します。

施策（1）多様な国籍の住民がともに文化芸術に親しみ、異文化理解を深める
　　　　　機会の創出

施策（2）国際色豊かな魅力ある文化芸術事業の促進

主な取組例
・アーティスト・イン・レジデンス
・グルノーブル屋外短編映画祭への出品
・海外アーティストの公演事業
・姉妹都市等との交流

中央公園でのアーティスト・イン・レジデンス 日韓文化交流

主な取組例
・つくばフェスティバル（国際交流ステージ）
・世界お茶のみ話
・国際理解講座

つくばフェスティバルでのステージ発表 国際理解講座
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